
 

 

 

 

 

 

 

 

 

介護給付費等の算定に

関するＱ＆Ａ 

（ＶＯＬ.２） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



問１ ケアホームにおける夜間支援体制加算及び小規模事業夜間支援体

制加算については、１人の夜間支援従事者が支援を行う利用者の数及

び当該利用者の障害程度区分に応じた加算額が設定されているが、ど

の時点における利用者数及び障害程度区分を基準とすれば良いのか。

 

（答） 

１．夜間支援体制加算及び小規模事業夜間支援体制加算については、１

人の夜間支援従事者が支援する利用者数及び障害程度区分に応じて加

算額が算定することとしているが、当該利用者数については、指定共

同生活介護事業者が都道府県知事へ提出する加算に関する届出書に記

載された人数を適用するものとする。 

なお、１人の夜間支援従事者が支援する利用者数に入退去などによ

り変動が生じた場合には、再度、都道府県知事へ変更を届け出るもの

とし、当該変更届に伴うこれらの加算の算定時期については、変動が

生じた日が当該月の１日である場合は当該月から、当該月の２日以降

である場合は翌月の１日から算定を開始するものとし、変更届につい

ては速やかに都道府県知事へ届け出ること。 

 

２．また、利用者数に変動がなく、障害程度区分のみ変更が生じた場合

については、再度、都道府県知事へ変更を届け出るものとし、当該変

更届に伴うこれらの加算の算定時期については、変更が生じた日から

算定を開始するものとする。 

 

 

 

 

 

 



問２ 小規模事業加算について、平成１８年９月３０日以前から、共同

生活住居（Ａ住居：定員４人）を有するグループホーム事業所につい

て、次に該当する場合、どのように算定すればよいか。 

（１）平成１８年１０月１日以降、Ｂ住居（定員２人）を確保し、１

人の世話人がＡ住居及びＢ住居を巡回しながら支援する場合 
 

 （２）平成１８年１０月１日以降、Ｂ住居（定員５人）を確保し、Ａ

住居及びＢ住居にそれぞれ専任で世話人を配置する場合 

 

（答） 

  ご指摘の場合については、以下のとおり取り扱うこととされたい。 

① （１）については、１人の世話人が複数住居の支援を行い、かつ、

事業所として定員が６人以上であることから、小規模事業加算は算

定できない。 

② （２）については、Ａ住居の利用者のみ、４人定員の小規模事業

加算を算定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



問３ 夜間支援体制加算及び小規模事業夜間支援体制加算について、２

つの共同生活住居（Ａ住居：利用者４人、Ｂ住居：利用者５人）を有

するケアホーム事業所であって、次に該当する場合に、どのように算

定すればよいか。 
 

（１）平成 18 年４月１日以前から夜間支援体制を確保しており、共

同生活住居ごとに夜間支援従事者を配置している場合 
 

（２）Ａ住居について平成１８年４月１日以前から、Ｂ住居について

平成 18 年 10 月１日から夜間支援体制を確保しており、共同生

活住居ごとに夜間支援従事者を配置している場合 
 

（３）Ａ住居について平成１８年４月１日以前から、Ｂ住居について

平成 18 年 10 月１日から夜間支援体制を確保しており、１人の

夜間支援従事者がＡ住居及びＢ住居を巡回する場合 

 

（答） 

ご指摘の場合については、以下のとおり取り扱うこととされたい。 

①  （１）については、 

ア Ａ住居の利用者４人について、夜間支援体制加算にあっては夜

間支援対象者が 10 人以下の場合の加算額を、小規模事業夜間支

援体制加算にあっては夜間支援対象者が 4 人の場合の加算額を算

定し、 

イ Ｂ住居の利用者５人について、夜間支援体制加算にあっては夜

間支援対象者が 10 人以下の場合の加算額を、小規模事業夜間支

援体制加算にあっては夜間支援対象者５人の場合の加算額を算定

する。 

②  （２）については、 

ア Ａ住居の利用者４人について、夜間支援体制加算にあっては夜

間支援対象者が 10 人以下の場合の加算額を、小規模事業夜間支



援体制加算にあっては夜間支援対象者が 4 人の場合の加算額を算

定し、 

イ Ｂ住居の利用者５人について、夜間支援対象者が 10 人以下の

場合の夜間支援体制加算のみを算定する。 

③  （３）については、Ａ住居及びＢ住居の利用者数９人について、

夜間支援体制加算にあっては夜間支援対象者が 10 人以下の場合の

加算額を、小規模事業夜間支援体制加算にあっては、事業規模の拡

大を図る観点から、平成１８年４月１日以前に夜間支援体制を確保

していた事業者の夜間支援従事者が、平成１８年１０月１日以降、

新たな共同生活住居の利用者にも夜間支援体制を確保した場合に

あっては、Ａ住居及びＢ住居の利用者数９人に対して、夜間支援対

象者が９人の場合の加算額を算定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



問４ 入院時支援特別加算の算定要件として、「当該事業所の従業者

が、個別支援計画に基づき、利用者が入院している病院又は診療

所を訪問し、当該病院又は診療所との連絡調整及び被服等の準備

その他の日常生活上の支援を行うこと」となっているが、当該従

業者が病院又は診療所を訪問する時期について、当該利用者の入

院日及び退院日も含まれると解してよろしいか。 

 

（答） 

お見込みのとおり。 


